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所信声明 

出生登録 
Birth Registration 

 

 

背景 

出生登録、すなわち「子どもの出生の公式な記録」
i
は、国際連合「子どもの権利条約（Convention 

on the Rights of Child）」ii
の第 7 条および第 8 条で義務づけられている。出生登録は、子どもが

生まれた状況（例：戦争、亡命希望者）にかかわらず、すべての子どもに対して無償で、あるい

は遅延登録の場合の罰金を科さず、政府が主体となって整備しなければならない。しかしながら、

世界で 2 億 3,000 万人近くの子ども（5 歳未満の子どもの 45％）は出生登録されていない
iii
。未

登録および／または未記録の子どもは、その存在・身元・国籍の法的な認知が得られない
iv
。 

 

出生登録は人権の保護のため、また子どもの福祉のためにも不可欠である。出生証明書を所有す

ることで、児童労働、武力紛争への強制参加、児童婚、性的搾取などの、搾取から子どもを守る

ことができる v。 

 

出生登録は、正確な人口統計
vi
の推定や保健・教育・その他のサービスの計画において政府の助

けとなる。また、サービス利用の平等、（社会的）権利および子どものその他のニーズに貢献する
vii
。 

 

見解 

ICM は、すべての子どもに対して出生時に登録される権利を認め、出生登録が子どもを保護する

効果の可能性を認識する。ICM はさらに、母親・新生児・子どもの健康に関するアウトカムのた

めにも出生登録の重要性を強調する。 

 

ICM は助産師が以下の責任を負うと考える。 

 個人・地域社会・国のレベルで、出生登録の重要性に対する意識を高めること 

 各国で、どの程度未登録の出生があるかを把握する活動を開始し、これを支援すること 

 すべての子どもの出生登録を簡単に無償で行うことを促進する計画の策定・実施に関与す

ること 
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会員協会への指針 

助産師協会に以下を求める。 

 会員および一般市民が出生登録の重要性に対する意識を高めること 

 出生登録の重要性を、助産師その他の保健医療専門家の教育課程に取り入れること 

 助産師があらゆる出産環境で出生登録の手続きに関与する、法的な資格を与えられるよう

にすること 

 親による子どもの登録を推進、または必要に応じて助産師が直接支援する、あらゆる機会

を活用できるように、国内の出生登録の手続き・プロセスを十分に理解できるようにする

こと 

 国内における出生未登録の範囲を把握し、適切な措置をとるために、国内の登録プロセス・

手続きを評価すること 

 登録手続きを促進し必要に応じて簡易化するよう、政策決定者に働きかけること 
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ICM発⾏⽂書の原⽂については、ICMが著作権を有します。 

⽇本のICM加盟団体である⽇本看護協会・⽇本助産師会・⽇本助産学会は、ICMの許諾を得て⽇本語に翻訳しました。 

⽇本語訳の著作権については、原⽂作成者であるICMと⽇本看護協会・⽇本助産師会・⽇本助産学会に帰属します。 

原⽂の転載引⽤については、ICMに連絡し使⽤許諾を得てください。 

⽇本語訳の転載引⽤については、⽇本助産師会http://www.midwife.or.jp/に連絡し使⽤許諾を得てください。 


